
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 生活困窮者自立支援ファイル 

行 政 機 関 等 の 名 称 市長 

個人情報ファイルが利用に供され 

る事務をつかさどる組織の名称 
生活福祉課 

個人情報ファイル の利用目的 
生活困窮者の相談において、適切な支援及び事務

処理を行うため 

記 録 項 目 

１宛名番号、２世帯番号、３氏名情報（住民基本

台帳記載者のカナ、漢字、英字氏名）、４外国人

通称、５生年月日、６性別、７続柄、８電話番号

（メールアドレス）、９住所、１０本籍・国籍、

１１学歴・学業、１２職歴・職業、１３資格、１

４財産・収入、１５公的扶助、１６口座情報、１

７課税状況、１８納税状況、１９健康状態、２０

身体の特徴、２１運動能力、２２性質・性格、２

３家族状況、２４親族関係、２５婚姻、２６住居、

２７社会的活動、２８所属団体、２９趣味・し好、

３０生活行動、３１人種、３２社会的身分、３３

犯罪の経歴、３４心身の機能の障害、３５病歴、

３６犯罪により害を被った事実、３７健康診断等

の結果、３８医師等による指導・診療、調剤の実

施、３９刑事事件に関する手続きの実施、４０少

年の保護事件に関する手続きの実施、４１家計の

収支状況、４２債務状況 

記 録 さ れ る 個 人 の 範 囲 生活困窮者として相談に訪れた者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 
本人又は本人代理人による聴取。 

社会福祉協議会や他市町村からの情報提供。 

要 配 慮 個 人 情 報     ■含む       □含まない    

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 社会福祉協議会 

開 示 請 求 等 を 受 理 す る 組 織 

（名 称） 

生活福祉課 

（所在地） 

刈谷市東陽町１丁目１番地 



訂正及び利用停止に関する他の 

法令の規定による特別の手続の有無 
    □有        ■無    

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別 

■法第６０条第２項第１号（電子計算機処理） 

政令第２１条第７項に規定する個人情報フ

ァイルの有無（  ■有    □無  ） 

□法第６０条第２項第２号（手処理） 

備 考 

厚生労働省「生活困窮者自立支援統計システム」 

 


